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(57)【要約】
【課題】個々の運転者の性格やそのときの気分等の運転
者の個人差に左右されることのない車速情報を得る。
【解決手段】車両走行支援システムにおいて、車両１０
は、車両毎の車速及び位置の情報を収集する車両走行情
報収集部１１を備える。また、車両走行支援システムに
おいて、サーバ２０は、車両走行情報収集部１１が収集
した車両毎の車速及び位置の情報を基に、同一の走行区
間を走行する車両の車速の分布で最も度数が多い車速を
、該走行区間の車速の情報として取得する最頻車速取得
手段をなす不要データ除去部３１、最頻値演算部３２及
びデータ校正部３３と、該走行区間とを対応付けて得た
車速の情報を車両に提供するためのデータ読み書き部３
４、地図データベース２１及び通信部２２と、を備える
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両毎の車速及び位置の情報を収集する車両走行情報収集手段と、
　前記車両走行情報収集手段が収集した車両毎の車速及び位置の情報を基に、同一の走行
区間を走行する車両の車速の分布で最も度数が多い車速を、該走行区間の車速の情報とし
て取得する最頻車速取得手段と、
　を備えることを特徴とする車両情報取得装置。
【請求項２】
　渋滞情報を取得する渋滞情報取得手段を備え、
　前記最頻車速取得手段は、前記渋滞情報取得手段が取得した渋滞情報を基に、渋滞区間
を走行する車両の車速については、前記車速の度数分布に加えないことを特徴とする請求
項１に記載の車両情報取得装置。
【請求項３】
　前記車両走行情報収集手段は、各車両の走行時刻を収集しており、
　前記最頻車速取得手段は、前記渋滞情報取得手段が取得した渋滞情報及び前記車両走行
情報収集手段が収集した走行時刻の情報を基に、渋滞区間でない区間を夜間走行している
車両の車速については、前記車速の度数分布に加えないことを特徴とする請求項１又は２
に記載の車両情報取得装置。
【請求項４】
　前記最頻車速取得手段は、粗暴な運転の車両については、前記車速の度数分布に加えな
いことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の車両情報取得装置。
【請求項５】
　前記最頻車速取得手段は、該最頻車速取得手段で既に車速の情報を得ている走行区間を
走行する車両の車速であり、該走行区間に対応付けられている前記車速よりも大きい車速
の車両の車速については、前記車速の度数分布に加えないことを特徴とする請求項１～４
の何れか１項に記載の車両情報取得装置。
【請求項６】
　前記車両走行情報収集手段は、前記車両が追従する前方車両の情報も収集しており、
　前記最頻車速取得手段は、前記車両走行情報収集手段が収集した車両の速度及び前記前
方車両の情報を基に、所定速度以下で前方車両に追従している車両については、前記車速
の度数分布に加えないことを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の車両情報取得
装置。
【請求項７】
　前記車両走行情報収集手段は、前記車両が追従する前方車両の情報も収集しており、
　前記最頻車速取得手段は、前記車両走行情報収集手段が収集した前方車両の情報を基に
、前方車両に追従している車両の車速の度数を増加させる補正を行うことを特徴とする請
求項１～６の何れか１項に記載の車両情報取得装置。
【請求項８】
　事故多発区間情報を取得する事故多発区間情報取得手段を備え、
　前記最頻車速取得手段は、前記事故多発区間情報取得手段が取得した事故多発区間情報
を基に、事故多発区間を走行する車両の車速の分布で最も度数が多い車速を、小さくする
補正をして車速の情報として取得することを特徴とする請求項１～７の何れか１項に記載
の車両情報取得装置。
【請求項９】
　前記最頻車速取得手段は、前記最も度数が多い車速を、法定速度を上限値として制限し
て取得することを特徴とする請求項１～８の何れか１項に記載の車両情報取得装置。
【請求項１０】
　前記車両走行情報収集手段は、車両毎の車速及び位置の情報を、その時の天候に対応付
けて収集しており、
　前記最頻車速取得手段は、前記車両走行情報収集手段が収集した各車両の車速、位置及
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び天候の情報を基に、同一の天候時に同一の走行区間を走行する車両の車速の分布で最も
度数が多い車速を、該天候時の該走行区間の車速の情報として取得することを特徴とする
請求項１～９の何れか１項に記載の車両情報取得装置。
【請求項１１】
　前記車両走行情報収集手段は、車両毎の車速及び位置の情報を、その時の走行時刻に対
応付けて収集しており、
　前記最頻車速取得手段は、前記車両走行情報収集手段が収集した各車両の車速、位置及
び走行時刻の情報を基に、同一の走行時刻に同一の走行区間を走行する車両の車速の分布
で最も度数が多い車速を、該走行時刻における該走行区間の車速の情報として取得するこ
とを特徴とする請求項１～１０の何れか１項に記載の車両情報取得装置。
【請求項１２】
　車両の車速及び位置の情報を収集する車両走行情報収集手段と、前記車両走行情報収集
手段が収集した車両の車速及び位置の情報を送信する情報送信手段と、車両を走行時の処
理を走行時処理手段と、を備える車両と、
　前記情報送信手段が送信した車両の車速及び位置の情報を受信する情報受信手段と、前
記情報受信手段が受信した複数についての車両の車速及び位置の情報を基に、同一の走行
区間を走行する車両の車速の分布で最も度数が多い車速を、該走行区間の車速の情報とし
て取得する最頻車速取得手段と、前記最頻車速取得手段が走行区間に対応付けて取得した
車速の情報を車両に提供する情報提供手段と、を備えるサーバと、を備え、
　前記走行時処理手段は、前記情報提供手段が提供する車速及び該車速が対応付けられて
いる走行区間の情報を基に、車両の走行時の処理を行うことを特徴とする車両走行支援シ
ステム。
【請求項１３】
　車両毎の車速及び位置の情報を基に、同一の走行区間を走行する車両の車速の分布で最
も度数が多い車速を、該走行区間の車速の情報として取得することを特徴とする車両情報
取得方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両情報を取得する車両情報取得装置及びその方法、並びに車両に走行のた
めの情報を提供して走行支援する車両走行支援システム
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示されている装置は、運転者毎に得た平均車速で制限速度情報を修正し
ている。
【特許文献１】特許第２７８４７７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前記装置では、個々の運転者の性格やそのときの気分等の運転者の個人
差により平均車速が変動するため、修正した制限速度情報にばらつきが出てしまうといっ
た問題がある。
　本発明の課題は、個々の運転者の性格やそのときの気分等の運転者の個人差に左右され
ることのない車速情報を得ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　前記課題を解決するために、本発明は、車両毎の車速及び位置の情報を収集し、収集し
た車両毎の車速及び位置の情報を基に、同一の走行区間を走行する車両の車速の分布で最
も度数が多い車速を、該走行区間の車速の情報を取得する。
【発明の効果】
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【０００５】
　本発明によれば、度数分布により走行区間に最適な車速の情報を取得することができ、
個々の運転者の性格やそのときの気分等の影響を受けることがない最適な車速の情報を得
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明を実施するための最良の形態（以下、実施形態という。）を図面を参照しながら
詳細に説明する。
（構成）
　本実施形態は、車両走行支援システムである。
　図１は、車両走行支援システムの構成を示す。同図に示すように、車両走行支援システ
ムは、複数の車両１０１，１０２，・・・１０Ｎ（Ｎは任意の整数）とサーバ２０とが通
信ネットワーク１００を介してと通信可能になっている。通信ネットワーク１００とは、
インターネットや路車間通信ネットワークである。
【０００７】
　図２は、車両走行支援システムにおける、車両１０１，１０２が搭載する構成及びサー
バ２０の構成を示す。同図では、説明を簡単にするため、２台の車両１０１，１０２が通
信ネットワーク１００を介してサーバ２０と通信可能になっている態様を示す。
　車両１０１，１０２（以下、車両を区別する必要がない場合には、単に車両１０と記載
する）は、車両用走行情報収集部１１、ナビゲーション装置１２、走行制御装置１３及び
通信部１４を備える。
【０００８】
　サーバ２０は、地図情報生成部３０、地図データベース２１及び通信部２２を備える。
地図情報生成部３０は、不要データ除去部３１、最頻度演算部３２、データ校正部３３及
びデータ読み書き部３４を備える。
　以上のような構成をなす車両１０及びサーバ２０により車両走行支援システムを構成し
ている。次に、車両走行支援システムにおける処理手順に沿って、車両１０及びサーバ２
０の各構成部の処理内容を具体的に説明する。
【０００９】
　図３～図６は、車両走行支援システムにおける処理手順を示す。図３は、車両１０にお
ける、車両情報の取得の際の処理になる。図４及び図５は、サーバ２０における、車両情
報の収集の際の処理になる。図６は、車両１０における、規定走行速度に基づいた処理に
なる。
　図３に示すように、車両１０では、処理を開始すると、先ずステップＳ１において、車
両走行情報収集部１１が車両情報を収集する。
【００１０】
　図７は、車両情報の構成を示す。同図に示すように、車両情報は、大別して、自車両（
収集対象車両）の車両情報（自車両情報）と先行車両の車両情報（先行車両情報）とから
なる。自車両情報は、さらに、自車両の速度（自車速）、自車両の位置、走行日時及び走
行時の天候の情報からなる。すなわち、走行日時及び天候の情報は、自車両の速度（自車
速）及び自車両の位置を取得した時の日時及び天候を示す情報となる。また、先行車両情
報は、自車両前方を走行する前方車両の車両情報である。先行車両情報は、前方車両の有
無（例えば追従フラグ）、前方車両の車速（自車両との相対速度とすることもできる。）
及び前方車両の走行位置の情報である。
【００１１】
　例えば、車車間通信、路車間通信又はＧＰＳ（Global Positioning System）等により
自車両や前方車両の走行位置の情報を得る。また、自車両の車両前端に搭載したレーダー
センサ、カメラ画像情報や車車間通信や路車間通信等の前方車両検出手段により、前方車
両の有無等の情報を得る。このように、車両情報は、車両の固有情報又は属性を示す情報
となる。
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【００１２】
　続いてステップＳ２において、通信部１４は、収集した自車両情報及び先行車両情報か
らなる車両情報を通信ネットワーク１００を介してサーバ２０に送信する。通信部１４は
、車両１０に搭載されたものすることもでき、運転者が所持する携帯電話とすることもで
きる。携帯電話とする場合には、車両の運転者が所持する携帯電話を介して、該車両１０
とサーバ２０との間で通信を行う。
【００１３】
　一方、図４に示すように、サーバ２０では、処理を開始すると、先ずステップＳ１１に
おいて、情報を取得する。具体的には、通信部２２が、車両１０から送信されてくる車両
情報を受信する。すなわち、各車両１０についての自車両の車両情報（以下、情報収集対
象車両情報）と先行車両情報とを対として得る。
　続いてステップＳ１２において、不要データ除去部３１は、前記ステップＳ１１で得た
車両情報について、渋滞情報を基に除去する処理を行う。例えば、不要データ除去部３１
は、ＶＩＣＳ（VehicleInformation and Communication System）から渋滞情報を得る。
不要データ除去部３１は、車両情報と渋滞情報とを比較して、該車両情報が渋滞時に収集
した情報であれば、該車両情報を除去する。すなわち、渋滞区間を走行している車両の車
両情報を除去する。また、車両情報の除去と仕方としては、該車両情報をデータとして採
用しないようにすることがある。例えば、車両情報を消去したり、データとして採用しな
いことを示すフラグを立てたりする。
【００１４】
　続いてステップＳ１３において、不要データ除去部３１は、前記ステップＳ１１で得た
車両情報について、走行日時情報を基に除去する処理を行う。具体的には、不要データ除
去部３１は、車両情報の走行日時情報を基に、該車両情報が夜間帯に収集した情報であれ
ば、該車両情報を除去する。このステップＳ１３の処理は、前記ステップＳ１２で除去さ
れなかった車両情報についてするものであるから、渋滞がなく、順調に走行している車両
のうち、夜間に走行している車両の車両情報を除去する処理となる。
【００１５】
　続いてステップＳ１４において、不要データ除去部３１は、前方車両情報に応じた処理
を行う。図５は、その処理内容を示す。同図に示すように、ステップＳ３１では、不要デ
ータ除去部３１は、前記ステップＳ１１で得た前方車両情報を基に、前方車両の有無（例
えば追従フラグ）を判定する。不要データ除去部３１は、前方車両が存在する場合、ステ
ップＳ２２に進み、前方車両が存在しない場合、該図５に示す処理（ステップＳ１４の処
理）を終了する。
【００１６】
　続いてステップＳ３２において、不要データ除去部３１は、該前方車両情報と対となる
情報収集対象車両情報を基に、自車速が一定値以下か否かを判定する。不要データ除去部
３１は、自車速が一定値以下の場合、ステップＳ３３に進み、自車速が一定値よりも大き
い場合、ステップＳ３４に進む。
　ステップＳ３３では、不要データ除去部３１は、該先行車両を含む車両情報が渋滞時の
情報（渋滞区間を走行している車両について得た車両情報）であると判断し、該車両情報
を除去する。そして、不要データ除去部３１は、該図５に示す処理（ステップＳ１４の処
理）を終了する。
　ステップＳ３４では、不要データ除去部３１は、渋滞区間でないところで、前方車両に
自車両が追従していると判断し、該前方車両情報が含まれる車両情報（自車両の車速）の
寄与度を上げる。例えば、寄与度を上げるフラグを立てる。
【００１７】
　続いて図４に戻り、ステップＳ１５において、不要データ除去部３１は、前記ステップ
Ｓ１１で得た車両情報（情報収集対象車両情報）が、運転者の運転が粗暴な車両について
得た車両情報の場合、該車両情報を除去する。例えば、車速が不必要に高かったり、急制
動したりする車両を運転が粗暴な車両と判定する。ここでいう車速は、情報収集対象車両
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情報が含む車速情報である。また、加速度や減速度の変化率が急峻な車両を運転が粗暴な
車両と判定することもできる。ここでいう加速度や減速度は、情報収集対象車両情報が含
む車速情報の微分値として得ることが可能である。又は、情報収集対象車両情報に、自車
両の加減速度情報を予め含めておくこともできる（自車両の加減速度情報を車両走行情報
収集部１１で収集することもできる）。また、用いる車速情報や加減速情報は、現時点の
情報とすることもでき、過去の走行履歴から得ることもできる。
【００１８】
　また、該図４の処理により逐次更新する情報として得る後述の規定走行速度情報を利用
して、粗暴な車両の判定をすることもできる。すなわち例えば、不要データ除去部３１は
、先ず情報収集対象車両情報が含む自車両の位置情報から、自車両の走行地点（走行区間
）を特定する。そして、不要データ除去部３１は、その特定した走行地点（走行区間）に
ついて既に算出している規定走行速度（最新の規定走行速度）に対して、該自車両の車速
情報が一定値以上の大きい値になるとき、該車両が運転が粗暴な車両と判定する。
【００１９】
　続いてステップＳ１６において、不要データ除去部３１は、前記ステップＳ１１で得た
全ての車両の車両情報について前段の処理（除去の判定処理等）をしたか否かを判定する
。不要データ除去部３１は、全ての車両の車両情報について前段の処理をした場合、ステ
ップＳ１７に進む。不要データ除去部３１は、全ての車両の車両情報について前段の処理
を完了していない場合、前記ステップＳ１２から再び処理を開始する。
【００２０】
　ステップＳ１７では、最頻度演算部３２は、車両情報を離散化させる。ここで、離散化
対象となる車両情報は、前記ステップＳ１２～ステップＳ１５の処理で除去されなかった
車両情報となる。このステップＳ１７では、具体的には、車両情報が含む情報収集対象車
両情報中の車速情報を離散化させる、又は丸める。より詳しくは、離散化により、車速を
示す数値を「１」毎、「５」毎、「１０」毎等、直近の決まった数値に変換する。また、
例えば、離間化する値を「１０」毎にする場合、整数第１桁目を四捨五入することもでき
る。例えば、車速が７６（ｋｍ／ｈ）の場合、離散化により、整数第１桁目を四捨五入し
て、該車速を８０（ｋｍ／ｈ）に変換する。
【００２１】
　続いてステップＳ１８において、最頻度演算部３２は、走行区間毎の車速の最頻値処理
を行う。具体的には、最頻度演算部３２は、先ず、車両情報が含む情報収集対象車両情報
中の位置情報を基に、同一走行区間に属する車両情報（情報収集対象車両情報）を選定す
る。すなわち、同一走行区間を走行する車両が収集した車両情報を選定する。このとき、
さらに、最頻度演算部３２は、情報収集対象車両情報の属性を基に、車両情報を選定する
。すなわち、最頻度演算部３２は、車両情報が含む情報収集対象車両情報中の走行日時情
報及び天候情報を基に、同一時刻（ある程度の幅のある時間帯でも良い。）及び同一の天
候のときに走行する車両が収集した車両情報を選定する。それから、最頻度演算部３２は
、そのように選定した同一走行区間、同一時刻及び同一天候を条件として選定した車両情
報（情報収集対象車両情報）が含む速度情報（自車両の車速）を基に、速度を階級（区分
）として、度数分布を得る。ここでいう車速情報は、前記ステップＳ１７で離散化した速
度情報になる。
【００２２】
　例えば、ある速度情報を含む車両情報（情報収集対象車両情報）が存在すれば、該速度
（階級）に「１」（１台）を加算する。また、前記ステップＳ１４において前方車両が併
走していると判断した車両の車両情報（例えば寄与度を上げるフラグが立つ車両情報）に
ついては、度数分布への寄与度を上げることとして、該車両の車速（階級）に倍の値とな
る「２」（２台分）を加算する。そして、最頻度演算部３２は、その度数分布から度数が
最も多い（頻度が最も高い）速度を特定し、その特定した速度を該走行区間の規定走行速
度として得る。すなわち、走行区間の属性として規定走行速度を得る。具体的には、走行
区間の規定走行速度を記録又は更新する。ここで、記録は、以前に規定走行速度が得てい
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ない場合の新規の処理となる。また、更新は、既に規定走行速度が得ている場合（記録し
ている場合）に該規定走行速度を書き換える処理となる。
　そして、規定走行速度を得る必要がある全ての走行区間について、以上のような、車両
情報の選定、度数分布の取得、及びその度数分布に基づく規定走行速度の記録又は更新を
実施する。これにより、走行区間毎に、走行時刻及び天候に応じた規定走行速度を得るこ
とができる。
【００２３】
　図８は、各走行区間Ａ～Ｃについて得た車速の度数分布の例を示す。同図に示すように
各走行区間Ａ～Ｃについて車速の度数分布を取得して、その度数分布に基づいて、該各走
行区間Ａ～Ｃの規定走行速度の記録又は更新を実施する。
　続いてステップＳ１９において、データ校正部１４は、事故が多発する地点の位置情報
を示す事故多発地点情報を基に、前記ステップＳ１８で得た規定走行速度を校正する。具
体的には、データ校正部１４は、事故多発地点情報と走行区間の位置情報とを比較して、
事故多発地点と走行区間の位置とが一致する場合、該走行区間の規定走行速度を一定量減
少させる（規定走行速度＝規定走行速度－α）。ここで、例えば、事故多発地点情報及び
走行区間の位置情報から、走行区間内に事故多発地点が存在する場合、事故多発地点と走
行区間とが一致している（事故多発地点が走行区間に含まれている）と判定する。
【００２４】
　続いてステップＳ２０において、データ校正部１４は、法定速度情報を基に、規定走行
速度を校正する。具体的には、データ校正部１４は、法定速度情報と規定走行速度とを比
較して、規定走行速度が法定速度を超えている場合（規定走行速度＞法定速度）、規定走
行速度を法定速度に修正する（規定走行速度＝法定速度）。例えば、法定速度情報を基に
行う規定走行速度の校正については、道路種別情報に応じて行う。すなわち、データ校正
部１４は、規定走行速度が属する走行区間が一般道（その法定速度が５０（ｋｍ／ｈ））
の場合に、該規定走行速度が５０（ｋｍ／ｈ）を超えていれば（規定走行速度＞５０（ｋ
ｍ／ｈ））、規定走行速度を５０（ｋｍ／ｈ）に修正する（規定走行速度＝５０（ｋｍ／
ｈ））。また、データ校正部１４は、規定走行速度が属する走行区間が高速道（その法定
速度が８０（ｋｍ／ｈ））の場合に、該規定走行速度が８０（ｋｍ／ｈ）を超えていれば
（規定走行速度＞８０（ｋｍ／ｈ））、規定走行速度を８０（ｋｍ／ｈ）に修正する（規
定走行速度＝８０（ｋｍ／ｈ））。
【００２５】
　続いてステップＳ２１において、データ読み書き部３４は、前記ステップＳ２０で最終
的に決定した規定走行速度を地図データベース２１に書き込む。具体的には、データ読み
書き部３４は、走行区間、天候及び時刻に対応付けて規定走行速度を地図データベース２
１に書き込む。すなわち、規定走行速度を、その属する走行区間、該規定走行速度を取得
する基になった車両情報の取得時の天候及び取得時刻に対応付けて、地図データベース２
１に書き込む。例えば、図９に示すような対応付けをして、規定走行速度を地図データベ
ース２１に書き込む。
【００２６】
　そして、図６に示すように、車両１０では、先ずステップＳ４１において、サーバ２０
で得た規定走行速度情報を受信する。このとき、サーバ２０では、データ読み書き部３４
が地図データベース２１から規定走行速度情報を読み出す。そして、通信部２２が、規定
走行速度情報を走行区間情報と対応付けて車両１０に送信する。例えば、規定走行速度情
報に走行区間情報を付加情報として付加して、又はその反対に走行区間情報に規定走行速
度情報を付加情報として付加して車両１０に送信する。車両１０では、受信部１４がサー
バ２０から送信されてくる規定走行速度情報等を受信する。例えば、車両１０では、所定
のタイミングで、サーバ２０から規定走行速度情報等を取得する。
【００２７】
　続いてステップＳ４２において、各種制御を行う。例えば、ナビゲーション装置１２は
、規定走行速度情報を走行区間の速度情報として提供する。又は、走行制御装置１３は、
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規定走行速度情報を基に、自車両を走行制御する。例えば、走行制御装置１３は、規定走
行速度情報が巡航速度や制限速度となるように、自車両を速度制御する。又は、走行制御
装置１３は、ナビゲーション装置１２から提供される走行区間の情報と速度情報とを基に
、該走行区間で該車速となるような制御を行う。
【００２８】
（動作）
　動作は次のようになる。
　車両１０では、車両走行情報収集部１１により、自車両情報及び先行車両情報からなる
車両情報を収集し、その収集した車両情報を通信部１４により通信ネットワーク１００を
介してサーバ２０に送信する（前記ステップＳ１～ステップＳ２）。
　これに対応して、サーバ２０では、通信部２２により車両１０から送信されてくる車両
情報を取得する（前記ステップＳ１１）。サーバ２０では、不要データ除去部３１により
、その車両情報について、渋滞情報及び走行時刻を基に除去する処理を行う（前記ステッ
プＳ１２～ステップＳ１３）。また、サーバ２０では、不要データ除去部３１により、前
方車両情報に応じた処理を行う（前記ステップＳ１４（前記ステップＳ３１～ステップＳ
３４））。また、サーバ２０では、不要データ除去部３１により、運転者の運転が粗暴な
車両の車両情報を除去する（前記ステップＳ１５）。
【００２９】
　そして、サーバ２０では、全ての車両の車両情報について前段の処理を完了した場合、
最頻度演算部３２により、車両情報（自車両の車速）を離散化し、その離散化した車両情
報を基に、走行区間毎の規定走行速度を得る（前記ステップＳ１６～ステップＳ１８）。
サーバ２０では、そのように得た走行区間毎の規定走行速度について、事故多発地点情報
及び法定速度情報に基づく校正を行う（前記ステップＳ１９～ステップＳ２０）。そして
、サーバ２０では、データ読み書き部３４により、最終的に決定した規定走行速度を地図
データベース２１に書き込む（前記ステップＳ２１）。
　車両１０では、サーバ２０で得た規定走行速度情報を受信する（前記ステップＳ４１）
。車両１０では、その受信した規定走行速度情報を基に、ナビゲーション装置１２により
走行区間の速度情報として提供したり、走行制御装置１３により自車両を走行制御したり
する。
【００３０】
　なお、この実施形態を次のような構成により実現することもできる。
　すなわち、この実施形態では、通信ネットワーク１００を介して、サーバ２０で得た規
定走行速度情報を車両に提供している。例えば、インターネットや携帯電話の通信網を介
して、サーバ２０で得た規定走行速度情報を車両に提供している。これに対して、他の媒
体、例えば光ディスクの形態で、サーバ２０で得た規定走行速度情報を提供することもで
きる。例えば、走行区間と規定走行速度情報とを対応付けて、地図情報（電子地図）に含
めた情報として光ディスクに記憶して、この光ディスクを提供する。ここで、地図情報（
電子地図）は、例えば、ナビゲーション装置用の地図情報（電子地図）である。
【００３１】
　また、この実施形態では、各車両１０にて、車両用走行情報収集部１１により該車両の
速度や位置の情報を収集する場合を説明した。これに対して、サーバ２０が車両用走行情
報収集部１１を備えて、車両毎の速度や位置の情報を収集することもできる。この場合、
例えば、通信ネットワーク１００を介して、車両毎の速度や位置を収集する。
　また、この実施形態では、規定走行速度情報をナビゲーション装置や走行制御装置用に
提供する場合を説明した。これに限定されず、他の用途として規定走行速度情報を提供す
ることもできる。
【００３２】
　なお、この実施形態では、車両走行情報収集部１１は、車両毎の車速及び位置の情報を
収集する車両走行情報収集手段を実現している。また、不要データ除去部３１、最頻値演
算部３２及びデータ校正部３３は、前記車両走行情報収集手段が収集した車両毎の車速及
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び位置の情報を基に、同一の走行区間を走行する車両の車速の分布で最も度数が多い車速
を、該走行区間の車速の情報として取得する最頻車速取得手段を実現している。また、デ
ータ読み書き部３４、地図データベース２１及び通信部２２は、前記最頻車速取得手段が
走行区間に対応付けて取得した車速の情報を車両に提供する情報提供手段を実現している
。
　また、この実施形態では、車両毎の車速及び位置の情報を基に、同一の走行区間を走行
する車両の車速の分布で最も度数が多い車速を、該走行区間の車速の情報として取得する
車両用情報提供方法を実現している。
【００３３】
（作用及び効果）
　本実施形態における作用及び効果は次のようになる。
（１）車両毎の車速及び位置の情報を収集し、その収集した車両毎の車速及び位置の情報
を基に、同一の走行区間を走行する車両の車速の分布で最も度数が多い車速を、該走行区
間に対応する規定走行速度として得ている。このようにすることで、度数分布により、走
行区間で最適な車速の情報を提供することができる。すなわち、個々の運転者の性格やそ
のときの気分等の運転者の個人差に左右されることのない最適な車速の情報を取得、さら
には提供できる。
　また、平均値により代表値を算出する方式を採用した場合は、誤データが突出している
と、その誤データに引きずられた平均値になってしまい、最適な代表値とは言えなくなる
。これに対して、本実施形態のように、最頻値の車速を代表値として採用することで、突
出した誤データに影響を受けることなく、その代表値を最適値として得ることができる。
【００３４】
（２）渋滞区間を走行する車両の車両情報を除去することで、渋滞区間を走行する車両の
車速については、車速の度数分布に加えないようにしている。これにより、一過的な渋滞
の影響を受けた車速を度数部分に加えないようにすることができ、その走行区間本来の最
適な車速の情報を得ることができる。
（３）渋滞なく、夜間走行している車両の車両情報を除去することで、該車両の車速につ
いては、車速の度数分布に加えないようにしている。これにより、渋滞なく、夜間走行し
ている車両が示す高めの車速を予め度数部分に加えないようにすることができ、その走行
区間本来の最適な車速の情報を得ることができる。
【００３５】
（４）粗暴な運転の車両の車両情報を除去することで、該車速については、車速の度数分
布に加えないようにしている。これにより、高めの車速や不安定な車速を度数部分に加え
ないようにすることができ、その走行区間本来の最適な車速の情報を得ることができる。
（５）既に得ている規定走行速度よりも大きい車速の車両の車両情報を除去することで、
該車両の車速については、車速の度数分布に加えないようにしている。既に得ている規定
走行速度と比較することで、簡単に粗暴な運転の車両を特定し、その車速を度数部分に加
えないようにすることができる。
【００３６】
（６）所定速度以下で前方車両に追従している車両の車両情報を除去することで、渋滞区
間を走行する車両の車速については、車速の度数分布に加えないようにしている。これに
より、所定速度以下で前方車両に追従している場合、車両が渋滞区間を走行している判定
し、一過的な渋滞の影響を受けた車両の車速を度数部分に加えないようにすることで、そ
の走行区間本来の最適な車速の情報を得ることができる。
【００３７】
（７）前方車両に追従している車両の車速の度数を増加、具体的には１台分を加算する補
正を行っている。これにより、情報収集対象の車両の周囲の車両の車速を度数分布に加味
することができ、少ない情報数で最適な車速の情報を得ることができる。
（８）事故多発地点と走行区間とが一致する場合、規定走行速度を一定量減少させている
。すなわち、事故多発区間を走行する車両の車速の分布で最も度数が多い車速を、小さく
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に、事故多発区間の規定走行速度を小さめに設定できる。
【００３８】
（９）規定走行速度を法定速度で修正することで、最も度数が多い車速を、法定速度を上
限値として制限して取得することができる。これにより、規定走行速度を適切な値にする
ことができる。
（１０）天候毎に各走行区間の規定走行速度を得ている。これにより、天候に応じた規定
走行車速の情報を提供できる。
（１１）走行時刻毎に各走行区間の規定走行速度を得ている。これにより、走行時刻に応
じた規定走行車速の情報を提供できる。
（１２）離散化処理を行うことで微小な誤差を丸めることができ、最適な最頻車速を得る
ことができる。また、データの分解能が減るため、データ量を減少させることができる。
（１３）車両の通信部として、携帯電話を利用している。これにより、多くの運転者が持
つ携帯電話を経由してデータを収集することができ、簡単にデータが収集できる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施形態の車両走行支援システムの構成を示す図である。
【図２】車両走行支援システムを構成する車両及びサーバの構成を示すブロック図である
。
【図３】車両における車両情報の取得の際の処理の処理手順を示すフローチャートである
。
【図４】サーバにおける車両情報の収集の際の処理の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図５】サーバにおける前方車両情報に応じた処理の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図６】車両における規定走行速度に基づいた処理の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図７】車両情報の構成例を示す図である。
【図８】各走行区間Ａ～Ｃについて得た車速の度数分布の例を示す図である。
【図９】走行区間、天候及び時刻に対応付けて規定走行速度を地図データベースに書き込
んだ例を示す図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１０（１０１，１０２，・・・，１０Ｎ）　車両、１１　車両用走行情報収集部、１２
　ナビゲーション装置、１３　走行制御装置、１４　通信部、２０　サーバ、２１　地図
データベース、２２　通信部、３０　地図情報生成部、３１　不要データ除去部、３２　
最頻度演算部、３３　データ校正部、３４　データ読み書き部
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